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１．地球温暖化問題を巡る状況 



①国際交渉の背景 



１．評価できる点 気候システムにおいて観測された変化 

 (a) 全球地表平均気温の推移 （1880年～2012年の間に0.85℃の上昇） 

 (b) 全球平均の海抜の推移 （1901年～2010年の間に0.19mの上昇） 

 

【２℃未満に抑制するシナリオ】 
○2010年カンクン合意においては、「平均気温の上昇を2℃以内に抑えるために温室効果ガス排出を
削減することを視野に、（略）温室効果ガスの大幅な削減が必要であること認識する」とした。 

○最も厳しい「450ppmシナリオ（2100年時点のGHG濃度が430～480ppm）」が2℃目標達成の可能性
が高い（66～100％） とされており、その場合の「特徴」は、2050年までに2010年比40～70%削減、
2100年にはゼロかマイナスとなる こととされている。 

○2度目標達成のシナリオには、450ppmシナリオ（２℃目標達成の可能性は66%以上）、500ppmシナ
リオ（同50％以上）など、幅がある。 

 

【気候システムの温暖化】 

○IPCC第5次評価報告書統合報告書によると、気候システムの

温暖化には疑う余地がない。大気と海洋は温暖化し、雪氷
の量は減少し、海面水位は上昇している。 

【人為起源による温室効果ガスとの因果関係】 

○人為起源の温室効果ガスの排出が、 20世紀半ば以降に観測

された温暖化の支配的な原因であった「可能性が極めて高
い」（95%以上の確率）※。 

 
※第三次報告書（2001年） → 第四次報告書（2007年） → 第五次報告書

（2014年） 
  「可能性が高い」        「可能性が非常に高い」    「可能性が極めて高

い」   
    （66%～）             （90%以上）            （95%以上） 
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○人為起源の温室効果ガス排出量は、１９７０年から２０１０年の間にかけて増え続けている。直近の１０年間  
（２０００～１０年）の排出増加量は平均して２．２％／年であり、これは途上国の排出増によるもの。 
○我が国の温室効果ガスの排出量シェアは２．８％ 。約９５％がＣＯ２ （エネルギー起源ＣＯ２：約９０％）。 
○２０２０年以降の枠組みについては、全ての国が参加する公平かつ実効的なものとする必要。 

各国別の温室効果ガス排出量シェア 

+1.3%/年 
1970-2000 

+2.2%/年 
2000-2010 

2000年から2010年 ＋93億トン 
 附属書Ⅰ国   ▲6億トン 
 非附属書Ⅰ国 ＋99億トン 

温室効果ガス排出の世界的動向と我が国の位置づけ 

温室効果ガスの種類 

■ Ｆガス（代替フロン等3ガス） 
■ 亜酸化窒素 
■ メタン 
■ 林業・その他土地利用による 
   二酸化炭素 
■ 化石燃料と産業プロセスから 
   の二酸化炭素 

非附属書Ⅰ国 
63％ 

附属書Ⅰ国（注） 

37％ 

（注）：条約によって，排出削減を義務づけられている国のリスト。 【出典】ＩＰＣＣ第５次報告書第三作業部会報
告書 ※2010年時点 

【出典】CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION, IEA。 



温室効果ガス排出量：各指標による主要国の比較 

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

100  

1990 1995 2000 2005 2010 

米国 

EU(27) 

日本 

中国 

インド 

韓国 

26 

2 
19 

27 

2 3 

28 

7 

7 

7 
10 

17 11 

1 4 

5 

6 

14 

3 5 

1 

27 

30 

38 

29 
76 

71 30 

8 

18 

1 

2 

0 2 

4 

27 
39 

30 
18 

2 
8 

21 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

0.32  0.77  0.56  0.56  

6.11  

3.72  

0.82  
0.29  0.48  0.31  0.30  

2.64  2.22  

0.64  

0  

2  

4  

6  

8  

日本 米国 EU ドイツ 中国 インド 韓国 

1990 

2012 

10.1  

24.4  

11.8  
15.7  

3.3  1.5  
6.9  

10.6  

20.4  

9.0  
11.7  

7.9  
2.3  

13.4  

0  

10  

20  

30  

日本 米国 EU ドイツ 中国 インド 韓国 

1990 

2012 

（CO2換算億トン ） 

出典：気候変動枠組み条約事務局への報告に基づく。 
中国、インド、韓国は、IEA (2014)による推計で、1990年、
2000年、2005年、2010年の数値。 

中国(2010年) 

107.3億トン 
(90年比2.80倍、05年比+33.9%) 

※米ドル、2005年価格市場為替レート換算 

排出総量の推移 
GDP1ドルあたりの排出 

（参考）電源構成比（2012年） 

米国(2012年) 

64.9億トン 
(90年比+4.3%、05年比▲10.2%) 

 

EU27(2012年) 

45.3億トン 
(90年比▲19.2%、05年比

▲12.2%) 

 

インド(2010年) 

27.4億トン(90年比2.10倍、05年比
+33.3%) 

日本(2012年) 

13.4億トン 
(90年比+8.8%、05年比▲0.5%) 

 

天然ガ
ス 

石油 

石炭 

水力 

人口1人あたりの排出 

kg-CO2/$ 

t-CO2/人 

原子力 

再エネ
他 

(2010) (2010) 

(2010) (2010) (2010) 

(2010) 

韓国(2010年) 6.5億トン(90年比2.20倍、05年比+15.0%) 

○新枠組みにおいては国際的公平性を確保するため、先進国・途上国を対象に、多面的な評価を行うべき。 
○具体的には、GDPあたり、人口一人あたりGHG排出量の他、限界削減費用やBAT導入状況などが考えられる。 

【出典】 IEA Energy Balances of OECD/Non-OECD Countries 2014 
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1990年 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 

■ 

①国内排出 12.78億トン（＋
1.4％） 

③政府のクレジット購入 
   ▲0.19億トン （▲1.5％） 

④民間企業のクレジット購入 
   ▲0.55億トン （▲4.3％） 

目標 
11.85億トン 

■ 
0 

5年間平均 

京都議定書 

第一約束期間 

②森林等吸収 ▲0.49億トン
（▲3.9％） 

▲6% 

実績 
 11.55億トン 

▲8.4％ 
目標超過達成 

（注：①～③はいずれも1年分） 

12.61億トン 
基準年 

（億トン） 

◆京都議定書の下、我が国は、トップダウンによる6％削減目標を国際的義務として負った。 
◆当初から、国内対策の積み上げによる目標達成は困難と見込まれたため、政府は、削減 
  目標と国内対策との差分1.6％について、クレジット購入により埋め合わせることとし、実際 
  に、1,600億円以上の予算を投じて、約1億トン（約0.19億トン／年）のクレジットを購入。 
◆民間企業は、自主行動計画を達成するため、結果的に、自らの負担で約2.8億トン 
  （約0.55億トン／年）以上のクレジットを購入。 

京都議定書第一約束期間の削減目標達成 
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②2020年以降の将来枠組み交渉 
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内容 

提出済 

米国 2025年に-26%～-28%（2005年比）。28%削減に向けて最大限取り組む 

EU（28カ国） 2030年に少なくとも-40%（1990年比） 

ロシア 2030年に-25～-30%（1990年比）が長期目標となり得る 

カナダ 2030年に-30%（2005年比） 

メキシコ  2030年に温室効果ガス等を-25％（対策無しケース比） 

ノルウェー 2030年に少なくとも-40%（1990年比） 

スイス 2030年に-50％（1990年比） 

ガボン 2025年に少なくとも－50％（対策無しケース比） 

アンドラ 2030年までに－37％（対策無しケース比） 

リヒテンシュタイン 2030年までに-40％（1990年比） 

主要な未提出国 

豪州 － （2015年の中頃に発表） 

NZ － （各国は少なくとも6月交渉会合の前までに提出すべき） 

中国 （2030年頃にCO2排出量のピークを達成すること、そしてピークを早めるよう最善の取組を行うこと
に加え、エネルギー消費における非化石燃料の割合を2030年までに約20％とすることを表明。） 

インド － 

インドネシア － 

ブラジル － 

韓国 － 

南アフリカ － 

●２０１５年５月２７日時点で、９か国１地域（ＥＵ２８カ国）が約束草案を提出（世界の温室効果ガス
排出量の約３割を占める） 。 

約束草案の提出に関する各国の状況（2015年5月２７日時点） 

9 



2013年比 1990年比 2005年比 

日本 
（政府原案） 

▲26.0% 
（2030年）  

▲18.0% 
（2030年）  

▲25.4% 
（2030年）  

米国 ▲18～21% 
（2025年） 

▲14～16％ 
（2025年） 

▲26～28％ 
（2025年） 

EU 
▲24% 
（2030年）  

▲40％ 
（2030年） 

▲35％ 
（2030年） 

主要国の約束草案の比較 

◆ 米国は2005年比の数字を、ＥＵは1990年比の数字を削減目標として提出 
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③我が国の約束草案政府原案 
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我が国の部門別温室効果ガス排出量と電力からのCO2排出実績 

電力量に占め
る原発比率 

26.0% 29.2% 28.6% 10.7% 1.7% 1.0% 

2009年度 2010年度 2012年度 2008年度 2011年度 

○総排出量は1990年（12.70億トン）から2013年（14.08億トン）で増加。部門別では産業部門
は減少する一方、家庭・業務・運輸の各部門で増加している。 

○また、震災以降(2010→2013)、電力分野の排出量が3.74億トンから4.84億トンと1.10億トン
増加。これは、日本全体の温室効果ガス排出量の約１割分の増加に当たる。 

部門別CO2排出量内訳（2013年度） 

        1990年       2013年  
産業      5.03億トン →  4.29億トン(▲14.7%) 
運輸      2.06億トン →  2.25億トン( ＋9.2%) 
業務その他 1.34億トン →    2.79億トン(＋
108.2%) 
家庭      1.31億トン →  2.01億トン(＋53.4%) 

部門別CO2排出量の変化 

（うち電力
37％） 

※一般電気事業者10電力計       出典：電気事業者連合会 電源別発電電力量構成比 

出典：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 

2013年度 

（直接排出） 
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 2005年比 2013年比 

 エネルギー起源CO2    ▲２０．９％   ▲２１．９％ 

 その他温室効果ガス  ▲１．８％ ▲１．５％ 

 吸収源対策  ▲２．６％ ▲２．６％ 

●温室効果ガス削減量   ▲２５．４％  ▲２６．０％ 

  2030年度の各部門の排出量の目

安 
2013年度 （2005年度） 

エネルギー起源ＣＯ２ 927 1,235 （1,219） 

  産業部門 401 429 （457） 

  業務その他部門 168 279 （239） 

  家庭部門 122 201 （180） 

  運輸部門 163 225 （240） 

  エネルギー転換部門 73 101 （104）   2030年度の排出量の目標 2013年度 （2005年度） 

非エネルギー起源ＣＯ２ 70.8 75.9 （85.4） 

メタン（ＣＨ４） 31.6 36.0 （39.0） 
一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 21.1 22.5 （25.5） 

  
2030年の排出量の目

標 
2013年 （2005年） 

ＨＦＣ等４ガス 28.9 38.6 （27.7） 

  

ＨＦＣs 21.6 31.8 （12.7） 

ＰＦＣs 4.2 3.3 （8.6） 

ＳＦ６ 2.7 2.2 （5.1） 

ＮＦ３ 0.5 1.4 （1.2） 

（１）エネルギー起源二酸化炭素 

我が国の温室効果ガス排出量の９割を占めるエネルギー起源二酸化炭素
の排出量については、2013年度比▲25.0%（2005年度比▲24.0％）の水準
（約９億2,700万t-ＣＯ２）。 
 

（２）非エネルギー起源二酸化炭素 
非エネルギー起源二酸化炭素については、2013年度比▲6.7%（2005年
度比▲17.0％）の水準（約7,080万t-ＣＯ２）にすることを目標とする。 
 （３）メタン 
メタンについては、2013年度比▲12.3%（2005年度比▲18.8％）の水準
（約3,160万t-ＣＯ２）にすることを目標とする。 
 （４）一酸化二窒素 
一酸化二窒素については、2013年度比▲6.1%（2005年度比▲17.4％）の
水準（約2,110万t-ＣＯ２）にすることを目標とする。 
 

（５）ＨＦＣ等４ガス 
ＨＦＣ等４ガス（ＨＦＣs、ＰＦＣs、ＳＦ６、ＮＦ３）については、2013年比▲25.1%
（2005年比＋4.5％）の水準（約2,890万t-ＣＯ２）にすることを目標とする。 

２．温室効果ガス吸収源 
 吸収源活動により3,700万t-ＣＯ２（2013年度総排出量の▲2.6%相当（2005年度総排出量の▲2.6％相当））（森林吸収源対策により2,780万t-ＣＯ２（2013年度総排出量の▲2.0%相当（2005
年度総排出量の▲2.0％相当））、農地土壌炭素吸収源対策及び都市緑化等の推進により910万t-ＣＯ２（2013年度総排出量の▲0.6%相当（2005年度総排出量の▲0.7％相当）））の吸収量
の確保を目標とする。 
３．ＪＣＭ及びその他の国際貢献  

途上国への温室効果ガス削減技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するととも
に、我が国の削減目標の達成に活用するため、ＪＣＭを構築・実施していく。これにより、民間ベースの事業による貢献分とは別に、毎年度の予算の範囲内で行う日本政府の事業により2
030年度までの累積で5,000万から１億t-ＣＯ２の国際的な排出削減・吸収量が見込まれる。また、国際貢献として、ＪＣＭのほか、産業界の取組を通じた優れた技術の普及等により2030年
度に全世界で少なくとも10億t-CO2の排出削減ポテンシャルが見込まれる。併せて、途上国の排出削減に関する技術開発の推進及び普及、人材育成等の国際貢献についても、積極的に
取り組む。 

１．温室効果ガス排出量の削減 

日本の約束草案 政府原案 
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日本の約束草案（政府原案）の公平性・野心度 

toe：石油換算トン 
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エネルギー効率 
【出典】IEA 2014 

【出典】IEA 2014、国連統計 

【出典】IEA 2014 【出典】IEA、world steelデータをベースにRITE推計 【出典】WBCSD/CSIデータ等をベースにRITE推計 
14 



Ｇ７エルマウ・サミット結果概要（2015年6月7日・8日、ドイツ・エルマウ） 

○気候変動は、世界全体で取り組むべき重要な課題であり、G7で連携し

て主要排出国を含む全ての国を新たな枠組みに参加させるよう、全
力を尽くす必要。 

○温室効果ガスの大幅な削減をリードするため、2030年に足元の2013
年から26%の温室効果ガスの削減を内容とする、野心的な政府案をと
りまとめた。７月中下旬頃にも約束草案を提出したい。 

○イノベーションは温暖化対策のカギ。その具体的な動きを生み出して
いくために、産学官のパートナーシップを促進する国際会議（ＩＣＥＦ）を
今年も１０月に開催。さらに、二国間クレジット制度を推進。優れた低
炭素技術を国際社会に広めることで、世界全体での温室効果ガス排
出削減に貢献していく。 

安倍総理発言概要（気候変動部分） 

○我が国の約束草案提出は歓迎された。ある首脳は、Ｇ７の中で最も野
心的と評価。年末のＣＯＰ２１を積極的に後押しするとの発言もあり。 

○キャメロン英国首相も、日本の約束草案の提示を評価。 

各国の反応 
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２．Ｊ－クレジット制度 
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① 制度概要 
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ベースライン排出量（対策を実施しなかった場合の想定CO2排

出量）とプロジェクト実施後排出量との差である排出削減量を
「Ｊ－クレジット」として認証 

Ｊ－クレジット制度は、中小企業等の省エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出 
 削減・吸収量をクレジットとして認証する制度であり、平成25年度より国内クレジット制度とＪ－ＶＥ 
 Ｒ制度を一本化し、経済産業省・環境省・農林水産省が運営。 
本制度により、中小企業・自治体等の省エネ・低炭素投資等を促進し、クレジットの活用による国 
 内での資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指す。 

中小企業・自治体等 
（省エネ・低炭素設備の導入等） 

 
 
 

メリット：ランニングコストの低減効果、クレジットの売却益 

大企業等 
（Ｊ－クレジットの買い手） 

 

   メリット:  ・低炭素社会実行計画の目標達成 
         ・温対法の調整後温室効果ガス排出量の報告 
           ・カーボン・オフセット、ＣＳＲ活動 等 

資金 

国 

Ｊ－クレジットの認証 

ヒートポンプ バイオマスボイラー 

Ｊ－クレジット 
（ＣＯ２排出削減・吸収量） 

太陽光発電 

資金循環 

制度の仕組み 

クレジット認証の考え方 

ベースラインアンドクレジット 

間伐・植林 

Ｊ－クレジット制度の概要 
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Ｊ－クレジット制度参加者のメリット   ＜事例紹介＞ 

菊正宗（クレジット創出者）の活用メリット 

クレジット売約益による投資回収 

灯油ボイラーから高効率の 都市ガス
ボイラーに変更し、CO2排出量を年間約
150t（約20%）削減（見込み） 

機器更新によるメンテナンスコスト減少 

導入した高効率都市ガスボイラー 

クレジット購入者（大阪ガス）の活用メリット 

◆地域イベントの取組によるCSR活動 

資金循環 

Ｊ
ー
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
売
却 

資
金 

左記以外にも、以下のような活用方法がある。 
◆製品等のカーボン・オフセット 
◆温対法の調整後温室効果ガス排出量の報告 
◆低炭素社会実行計画の目標達成 

2015年5月末時点の実績 
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小委員会 小委員会 

審査機関 運営委員会 

制度管理者 
（経済産業省・環境省・農林水産省） 

設 置 設 置 登 録 

意 見 

意 見 

① 基本文書の決定及び改廃に関する審議 
② 小委員会の設置 
③ 制度管理者への制度変更に関する意見の提出 
④ 認証委員会からの意見への対応案の審議 
⑤ 地域版Ｊ－クレジット制度の承認に関する審議 等 

① プロジェクト登録に関する審議 
② 認証に関する審議 
③ 小委員会の設置 

④ ①，②に関する制度変更について
の意見の運営委員会への提出 等 

① 運営委員会の審議に基づき制度管 
  理者が決定した内容に関する審議 

① 認証委員会の審議に基づき制度管
理者が決定した内容に関する審議 

① プロジェクト登録に関する
妥当性確認業務の実施 

② 排出削減・吸収量の認証
に関する検証業務の実施 

認証委員会 

① 制度文書の決定及び改廃 
② 運営委員会及び認証委員会の設置 
③ プロジェクトの登録 
④ 認証 
⑤ 登録簿の作成・運営・管理 
⑥ 審査機関の登録 
⑦ 地域版Ｊ－クレジット制度の承認 等 

（必要に応じて）設置 （必要に応じて）設置 

運営体制 



 

1. プロジェクトの登録 

1-1 プロジェクト計画書の作成 ※作成支援あり 

1-2 登録審査機関によるプロジェクト計画書の審査 ※審査費用支援あり 

1-3 プロジェクト計画登録申請 

2-1 モニタリング報告書の作成 ※作成支援あり 

2-2 登録審査機関によるモニタリング報告書の検証 ※審査費用支援あり 

2. モニタリング 

注）「方法論」がない場合は、新しく方法論を策定する必要がある。 

「どんなCO2排出削減/吸収事業（省エネ設備の導入、森林管理等）を実施するか」を記載したプロジェクト計画書を作成 

プロジェクト計画書がＪ-クレジット制度の方法論に適合しているか事前確認。 

認証委員会に諮り、プロジェクトを登録。 

国に登録されたプロジェクト計画書に基づき、排出削減量/吸収量を算定するための計測や実績を記録した「モニタリング
報告書」を作成。 

モニタリング方法等がＪ-クレジット制度の方法論に適合しているか事前確認。 

認証委員会に諮り、認証を受ける。 

• クレジットの発行までには、プロジェクトの登録とモニタリング（削減量や吸収量を算
定するための計測等）の2つのステップがある。 

国によるクレジットの発行 

2-3 クレジット認証申請 

Ｊ－クレジット制度における手続の流れ 
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Ｊ－クレジット制度の支援体制 

制度運営事務局 
【みずほ情報総研】 

 

・運営委員会 
・認証委員会 

プロジェクト実施者 

※PDD及びモニタリング報告書作成支援に関しては、通年、随時実施。 

ソフト支援機関 
【三菱ＵＦＪリサーチ 
＆コンサルティング 

東京本社】 

ソフト支援機関 
【三菱ＵＦＪリサーチ 
＆コンサルティング 
名古屋本部】 

PDD、 
モニタリング 
報告書の提出 

両省により運営 

審査費用の 
支援 

全国規模支援 地域規模支援 
（地方局） 

環境省 

全国規模事業の 
PDD、モニタリング報告書 

作成支援（※） 
ただし、森林分野については、 
地域規模事業者も対象とする 

地域規模事業の 
PDD、モニタリング報告書 

作成支援（※） 
ただし、森林分野は除く 

経済産業省 
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プロジェクト登録と認証の要件 

 
① 日本国内で実施されること。 

② 2013年4月1日以降に開始された 
        ものであること。 

③ 追加性を有すること。 
   ※原則として、設備の投資回収年数    
        が３年以上かどうかで追加性の    
        有無を判断。 

④ 方法論に基づいて実施されること。 

⑤ 妥当性確認機関による妥当性確認   
        を受けていること。 

⑥ （吸収プロジェクトのみ）永続性担保    
    措置を取ること。 

⑦ その他本制度の定める事項に合致 
    していること。 

登録の要件 
 
① 排出削減・吸収がプロジェクトを実施                                                                                 
    した結果生じていること。 
 

② 排出削減・吸収量が、プロジェクト計画 
       書に従って算定されていること。 

③ 検証機関による検証を受けていること。 

④ ②の排出削減・吸収量を算定した期間 
       が、平成33年3月31日を超えないこと。 

⑤ 類似制度において認証を受けていない  
    こと。 

⑥ その他制度の定める事項に合致 
    していること。 
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認証の要件 



認証対象期間とクレジットの有効期限 

・認証対象期間 
 認証対象期間の開始日は、プロジェクト登録の申請のあった日若
しくはモニタリングが可能となった日のいずれか遅い日とする。 

 認証対象期間の終了日は、2020年度末とする。 

 
 
・クレジットの有効期限 

 国内クレジット制度及びJ-VER制度において、すでに認証されてい
るクレジットの有効期限は、2020年度末とする。 

 Ｊ－クレジット制度において創出されたクレジットの有効期限は、
今後検討。        

 活用先は、認証された制度のルールに基づく。 
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審査機関一覧（平成27年5月時点） 

◎ ISO14065認定取得 
○ 審査機関の暫定登録①（実施要項4.5 ①）：申請日から2年以内 
● 審査機関の暫定登録②（実施要項4.5 ②）：登録された機関が1機関未満の認定分野（森林のみ3機関未満）の場合 

△ 暫定的な認定分野の特例：当分の間 
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機関名 

妥当性確認 対象方法論 検証 対象方法論 

エ
ネ 

工業※ 
農
業 

廃
棄 

森
林 

エ
ネ 

工業※ 
農
業 

廃
棄 

森
林 002 

002 
を除く 

002 
002 
を除く 

株式会社トーマツ審査評価機構 ◎ ● ● ●   ◎ ● ● ●   

ペリージョンソンレジストラークリーンディベロップ
メントメカニズム株式会社（PJRCDM） ◎         ◎         

一般社団法人 日本能率協会（JMA） 
地球温暖化対策センター 

◎       △ △       ◎ 

ロイド レジスター クオリティ アシュアランス  
リミテッドジャパン（LRQAジャパン） ◎ ● ● ● ●   ◎ ● ● ● ●   

ビューローベリタスジャパン株式会社  
システム認証事業本部 

◎ ● ● ● ●   ◎ ● ● ● ●   

一般財団法人 日本品質保証機構 △   ● ◎ ◎   ● ◎ 

株式会社日本スマートエナジー認証機構 ◎         ◎         

一般財団法人  日本海事協会 ○ ○ 

※工業分野については、J-クレジット制度の方法論「IN-002」と「IN-002を除くIN分野の方法論」によって気候変動枠組条約の 
   セクトラルスコープに対応する分野が異なるため、それぞれ方法論別の登録とする。 



基本的な考え方 

ベースライン排出量とプロジェクト実施後
排出量との差が排出削減量となる 

方法論について 

・方法論 
  排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用範囲、排出削減・吸収量の 

   算定方法及びモニタリング方法を規定したもの。 

 
エネルギー分野（EN） 
省エネルギー等分野（EN-S） 
   化石燃料の使用を抑えること等によりエネルギー 
   由来CO2を削減する分野。 
再生可能エネルギー分野（EN-R） 
   化石燃料を再生可能エネルギーに代替することに 
   よりエネルギー由来CO2を削減する分野。 

工業プロセス分野（IN） 
   工業プロセスにおける化学的又は物理的変化により 
         排出される温室効果ガスを削減する分野。 

農業分野（AG） 
   農業分野において排出される家畜由来又は農地由来 
         の温室効果ガスを削減する分野。 

廃棄物分野（WA） 
   廃棄物の処理に伴い排出される温室効果ガスを削減    
         する分野。 

森林分野（FO） 
    森林施業の実施により温室効果ガスを吸収する分野。 
 

方法論の分類 
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分類 方法論名称 

省エネルギー等 

ボイラーの導入 

ヒートポンプの導入 

工業炉の更新 

空調設備の導入 

ポンプ・ファン類への間欠運転制御、インバーター制御又は台数制御の導入 

照明設備の導入 

コージェネレーションの導入 

変圧器の更新 

外部の効率のよい熱源設備を有する事業者からの熱供給への切替え 

未利用廃熱の発電利用 

未利用廃熱の熱源利用 

電気自動車の導入 
ITを活用したプロパンガスの配送効率化 

ITを活用した検針活動の削減 

自動販売機の導入 

冷凍・冷蔵設備の導入 

ロールアイロナーの更新 

電動船舶への更新 

廃棄物由来燃料による化石燃料又は系統電力の代替 

ポンプ・ファン類の更新 

電動式建設機械・産業車両への更新 

生産機械（工作機械、プレス機械又は射出成型機）の更新 

方法論一覧① 

 現在、６０の方法論を承認（平成27年5月時点）。 
 内訳：省エネルギー等３９、再生可能エネルギー９、工業プロセス５、農業３、廃棄物２、森林２ 

27 



分類 方法論名称 

省エネルギー等 

ドライブを支援するデジタルタコグラフ等装置の導入及び利用 

テレビジョン受信機の更新 

自家用発電機の更新 

乾燥設備の更新 

屋上緑化による空調に用いるエネルギー消費削減  

ハイブリッド式建設機械・産業車両への更新 

天然ガス自動車の導入 

印刷機の更新 

サーバー設備の更新 

節水型水まわり住宅設備の導入 

外部データセンターへのサーバー設備移設による空調設備の効率化 

エコドライブ支援機能を有するカーナビゲーションシステムの導入及び利用 

海上コンテナの陸上輸送の効率化  

下水汚泥脱水機の更新による汚泥処理プロセスに用いる化石燃料消費削減 

共同配送への変更 

冷媒処理施設の導入 
省エネルギー住宅の新築 

再生可能 
エネルギー 

バイオマス固形燃料（木質バイオマス）による化石燃料又は系統電力の代替 

太陽光発電設備の導入 

再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備の導入 

バイオ液体燃料（BDF・バイオエタノール・バイオオイル）による化石燃料又は系統電力の代替 

バイオマス固形燃料（下水汚泥由来バイオマス固形燃料）による化石燃料又は系統電力の代替 

水力発電設備の導入 

バイオガス（嫌気性発酵によるメタンガス）による化石燃料又は系統電力の代替 

風力発電設備の導入 

再生可能エネルギー熱を利用する発電設備の導入 

方法論一覧② 
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方法論一覧③ 

分類 方法論名称 

工業プロセス 

マグネシウム溶解鋳造用カバーガスの変更 
麻酔用N2Oガス回収・分解システムの導入 
液晶TFTアレイ工程におけるSF6からCOF2への使用ガス代替 

温室効果ガス不使用絶縁開閉装置等の導入 
機器のメンテナンス等で使用されるダストブロワー缶製品の温室効果ガス削減 

農業 
豚・ブロイラーへの低タンパク配合飼料の給餌 
家畜排せつ物管理方法の変更 
茶園土壌への硝化抑制剤入り化学肥料又は石灰窒素を含む複合肥料の施肥 

廃棄物 
微生物活性剤を利用した汚泥減容による、焼却処理に用いる化石燃料の削減 
食品廃棄物等の埋立から堆肥化への処分方法の変更 

森林 
森林経営活動 
植林活動 
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削減活動実施者 

随時追加可能 

（例）太陽光発電設備設置住宅 

運営・管理者 

プログラム型プロジェクト 

サプライヤー、 
販売・メンテナンス事業者、 
ESCO事業者、 
NGO、自治体 等 

審査機関 

Ｊ－クレジット制度
認証委員会 

審査・確認 

プログラム型プロジェクトについて 

クレジット ・プログラム型プロジェクトの運営・管理 

・プログラム型プロジェクトの手続の実施 

①プロジェクトを適切に運営・管理できる体制の整備。 
②削減活動が以下の要件を満たしていることを確認。 
  1) プロジェクトの要件を満たしている。 
  2)個々の削減活動が二重登録されていない。 
  3) 個々の削減活動が500t-CO2/年以下 
  4) 全ての削減活動に関する方法論が共通 
③プロジェクトの手続を実施。 

①プロジェクト計画書の妥当性を確認。 
  1) 運営・管理方法。 
  2) 典型的な削減活動（モニタリング方法等）。 
②モニタリング報告書の検証。 

登録・認証 

①プロジェクトの登録 
②クレジットの認証 

プログラム型プロジェクトのメリット 

1) プロジェクトへの追加が随時可能（通常はプロジェクトを追加する際に新規プロジェクトとして承認する必要があり） 
2) 審査費用の低減（通常はプロジェクトごとに審査をする必要あり） 
3) 削減活動実施者の負担の軽減 30 



2013年4月 
Ｊ－クレジット制度開始 

移行 
（一定期間終了までに提出） 

   一定期間終了 
（プロジェクトにより差異） 

８年間 

制度移行に伴う経過措置 

プロジェクト 
開始日 

①プロジェクトの 
移行 

②プロジェクトの 
更新 

更新 
（新制度の規定に基づき 
 プロジェクトの新規登録） 

2020年まで
継続可能 

Ｊ－クレジット制度のルールに基づいた実施 

国内クレジット制度 
Ｊ－ＶＥＲ制度 
のルールに基づいた実施 

国内クレジット制度 
Ｊ－ＶＥＲ制度 
のルールに基づいた実施 

国内クレジット制度 
Ｊ－ＶＥＲ制度 
のルールに基づいた実施 
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 Ｊ－クレジットの取得・保有・移転等を行う方は、Ｊ－クレジット登録簿 
   システム上で、Ｊ－クレジット管理口座の開設を行う必要がある。 
    （旧制度でのクレジット管理口座保有者は、新規に口座を開設する 
     必要はない。） 
 

申請窓口 
    E-mail：registry@jcre.jp 
   郵便 ：〒101-8443 
       東京都千代田区神田錦町２－３ 
       みずほ情報総研株式会社 

       環境エネルギー第２部 Ｊ－クレジット制度事務局 
 

お問い合わせ 
   電話：03-5281-7588 
   E-mail：registry@jcre.jp 
 

 Ｊ－クレジット制度登録簿システム 
   URL：http://japancredit.registry.go.jp 

 
 

Ｊ－クレジット管理口座 
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主なコンテンツ 
 トップページ 

– 対象者別入り口 
  （制度について、プロジェクトをお考えの方、クレジット購入をお考えの方、旧制度に参加していた方） 
– グローバルメニュー（制度概要、制度への参加、登録プロジェクト・クレジット、委員会・関連規程） 
– 最新情報、セミナー・説明会等の開催情報 

 制度について 
– 参加のメリット、認証プロセス、活用方法、 

       資料集 等 
 プロジェクトをお考えの方/制度への参加 

– 手続の流れ、各種申請書類、方法論一覧、 
  プロジェクト実施者紹介、口座開設手続 等 

 クレジット購入をお考えの方 
    /登録プロジェクト・クレジット 

– 登録プロジェクト一覧、 
   クレジット活用企業紹介、クレジット一覧 等 

 旧制度に参加していた方 
– 移行手続 等 

 委員会・関連規程 
–  運営委員会・認証委員会資料、 
   審査機関一覧、制度文書類、 
   各種申請書類 等 

 よくある質問 
 お問い合わせ 
 英語ページ 

 
 
 

 

Ｊ－クレジット制度のHPについて 

HPアドレス: http://japancredit.go.jp 
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②Ｊ－クレジット等の登録・認証実績 

34 



プロジェクト登録実績（Ｊ－クレジット制度） 

＜Ｊ－クレジット制度 プロジェクト登録推移（累計）＞ 

• Ｊ－クレジット制度におけるプロジェクト登録数：115件 

• Ｊ－クレジット制度におけるクレジット認証見込量（2013～2020年度）：191.3万トン 

  ※いずれも旧制度からの移行プロジェクトは含まない 

件 万t-CO2 
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2014/1 
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2014/3 

第5回 
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第6回 
2014/8 

第7回 
2014/10 

第8回 
2014/12 

第9回 
2015/2 

第10回 
2015/3 

第11回 
2015/5 

登
録
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
数

 

認
証
見
込
量

 

認証見込量（累積） 

登録件数（累積） 



削減系 36件, 

168.5万t-CO2 

太陽光発電 18件, 

125.9万t-CO2 

電気自動車 2件, 

28.0万t-CO2 

コジェネレーション 4件, 

10.9万t-CO2 

その他 12 件 

, 2.2万t-CO2 

削減系 81件,  

16.1万t-CO2 

吸収系 11件, 

 6.7万t-CO2 

ボイラー 22件, 

 9.5万t-CO2 

木質バイオマス 9件, 

 2.8万t-CO2 

照明設備 21件,  

1.0万t-CO2 

バイオ液体燃料 4件, 

 0.9万t-CO2 

バイオガス 2件,  

0.9万t-CO2 

その他 23件,  

1.1万t-CO2 

森林経営活動 11件,  

6.7万t-CO2 

（※）1つのプロジェクトに複数方法論を適用している
場合があるため、プロジェクト件数とは一致しない 

適用方法論分類（通常型） 

2015年5月末時点の実績 

プロジェクト登録実績 方法論別内訳（Ｊ－クレジット制度） 

• Ｊ－クレジット制度におけるプロジェクトの認証見込量は、通常型が22.8万
トン、プログラム型が168.5万トンの合計191.3万トン。 

• クレジット認証見込量が多い分野は、太陽光発電、電気自動車、コジェネ
、ボイラー、森林経営活動、バイオマスなど 

＜Ｊ－クレジット制度 登録プロジェクトからの認証見込量＞ 
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合計 
22.8万t-CO2 

適用方法論分類（プログラム型） 

合計 
168.5万t-CO2 
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総
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
数

 

認
証
見
込
量

 

認証見込量（累積） 

認証見込量（累積、移行分） 

プロジェクト（累積） 

今後のクレジット認証見込量（J-クレジット制度） 

＜Ｊ－クレジット制度 クレジット認証見込量推移（累計）＞ 

• Ｊ－クレジット制度におけるクレジット認証見込量（2013～2020年度） ：273.0万トン 

– うち、旧制度からの移行プロジェクトからのクレジット認証見込量は81.7 万トン 

– なお、プロジェクトの累計は342件（うち旧制度からの移行プロジェクトは227件） 

件 万t-CO2 
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認
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
数

 

ク
レ
ジ
ッ
ト
認
証
量

 

クレジット認証量（累積、Ｊ－クレジット制度登録分） 

クレジット認証量（累積、移行分） 

認証件数（累積、Ｊ－クレジット制度登録分+移行分） 

認証件数（累積、移行分） 

認証件数（累積、Ｊ－クレジット制度登録分） 

クレジット認証実績（J-クレジット制度） 

＜Ｊ－クレジット制度 クレジット認証推移（累計）＞ 

• Ｊ－クレジット制度におけるクレジット認証実績：5 8件、63.0万トン 

• うち、旧制度からの移行分は、36件、39.2万トン 

万t-CO2 件 
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削減系 47件, 

62.6万t-CO2 

吸収系 11件, 

0.4万t-CO2 

太陽光発電 16件,  

55.3万t-CO2 

コージェネレーション 3件, 

 3.5万t-CO2 

木質バイオマス 13件,  

2.3万t-CO2 

電気自動車 3件,  

0.9万t-CO2 

その他 12件,  

0.6万t-CO2 
森林経営活動 11件,  

0.4万t-CO2 

 

 
• Ｊ－クレジット制度におけるクレジット認証量：63.0万トン（削減系62.6万ト
ン、吸収系0.4万トン） 

• うち、太陽光発電由来のクレジットが約9割を占めている 

クレジット認証実績 方法論別内訳（J-クレジット制度） 

2015年5月末時点の実績 

（※）1つのプロジェクトに複数方法論を適用している場合があるため、総認証件数とは一致しない 
39 

合計 
63.0万t-CO2 



③Ｊ－クレジット等の活用実績 
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＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ ＋ 

○ 調整後温室効果ガス排出量は、【①＋②＋③－④＋⑤】で調整します。 
 ①＝エネルギー起源CO2 
 ②＝非エネルギー起源CO2 
 ③＝CH4、N2O、HFC、PFC、SF6及びNF3の実排出量 
 ④＝償却前移転された京都メカニズムクレジット 
    無効化された国内認証排出削減量 （Ｊ－クレジットなど） 
    無効化された海外認証排出削減量 （二国間オフセットクレジット） 
 ⑤＝自ら創出した国内認証排出削減量の他者への移転量（※代理償却分含む） 

－ 

京都メカ
ニズムク
レジット
の償却前
移転量 

国内認証
排出削減
量又は海
外認証排
出削減量 
の無効化
量 

非エネCO2 非エネCO2 

廃棄物の 
原燃料使用 

① ② ③ ④ 

エネルギー起源CO2 

燃料の使用 

 

熱の使用 

その他ガス 

廃棄物の 
原燃料使用 

電気の使用 
（実排出係数） 

左記以外 
の 

非エネCO2 

CH4,N2O, 
HFC,PFC, 
SF6,NF3 

非エネCO2 
実
排
出
量 

調
整
後
排
出
量 

エネルギー起源CO2 

燃料の使用 

 
熱の使用 

その他ガス 

電気の使用 
（調整後 
排出係数） 

CH4,N2O, 
HFC,PFC, 
SF6,NF3 

左記以外 
の 

非エネCO2 

自ら創出
した国内
認証排出
削減量の
移転量 

⑤ 

調整後温室効果ガス排出量について 

クレジット（≒排出権）を購入することにより、自社の調整後排出量を削減する事が可能 



国内クレジット（活用実績） 
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• 活用実績 －  150.4万トン中、71.7万トン（すべて削減系、償却率47.7%） 

• 活用目的 －  温対法・自主行動計画： 39.1万トン 

       －  オフセット等： 32.6万トン 

温対法・自主 

行動計画,  

39.1万t-CO2  

オフセット等,  

31.8 万t-CO2 

温対法 

（電気事業者） ,  

33.2万t-CO2  

温対法  

（電気事業者以

外）, 5.2万t-CO2 

その他 

（自主行動計画

等） , 0.7万t-CO2  

自己活動 ,  

15.9万t-CO2  

製品・サービス,  

8.6万t-CO2  

会議・イベント,  

1.7万t-CO2  

その他,  

5.7万t-CO2  

合 計 
70.9万t-CO2 

※温対法の中には自主行動
計画への活用を含む 

万t-CO2 
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温対法 （電気事業者以外） 
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J-VER （活用実績） 
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• 活用実績 － 65.4万トン中、10.0万トン（無効化率15.3%） 

       ・ 削減系1.8万トン（無効化率17%） 

       ・ 吸収系8.2万トン（無効化率15%） 

• 活用目的 － オフセット等： 10.0万トン 

合 計 
10.0万t-CO2 
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1.1万t-CO2  

その他,  

4.9万t-CO2  



旧制度合計（活用目的別規模） 

活用総量 
（万t‐CO2） 

件数 平均規模 
（t‐CO2） 

温
対
法
等 

温対法（電気事業者） 33.2 50 6,647 

温対法（電気事業者以外） 5.2 24 2,151 

その他（自主行動計画等） 0.7 13 545 

オ
フ
セ
ッ
ト
等 

 

製品・サービス（その他）※ 9.2 794 116 

製品・サービス（工事）※ 0.7 335 22 

製品・サービス（印刷）※ 0.8 366 21 

会議・イベント 2.9 971 30 

自己活動 18.6 721 258 

その他 10.3 942 110 

合計 81.7 - - 

• 活用目的別の規模 

– 温対法・自主行動計画への活用： 5百～7千トン／件 

– オフセット等への活用： 数十トン～数百トン／件 

※ここでは活用目的別規模を詳細に把握するために、製品・サービスのうち工事と印刷に関する活用を分けて整理した。 
※四捨五入のため、内訳と合計は必ずしも一致しない。 

2015年5月末時点の実績 44 



参考：Ｊ－クレジット制度（活用実績） 

• 活用実績：12,002トン （削減系11,876トン、吸収系126トン）  

• 活用目的：温対法4,554トン、オフセット 7,448トン 

2015年2月末時点の実績 

活用総量 
（t‐CO2） 

件数 

温
対
法
等 

 

 
温対法（電気事業者以外） 

 
4554 

 
1 

オ
フ
セ
ッ
ト 

 

製品・サービス（その他）※ 6074 28 

製品・サービス（印刷）※ 162 13 

会議・イベント 115 3 

自己活動 983 9 

その他 114 2 

合計 12,002 57 

※ここでは活用目的別規模を詳細に把握するために、製品・サービスのうち工事と印刷に関する活用を分けて整理した。 
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2015年5月末時点の実績 



⑥Ｊ－クレジット制度活用事例 
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